
 

  

 

 

 

 

  

「使わないけれど、捨てるのはもったいない」  

  ★日用品…ギフトなどで未使用の物 

  ★雑貨…未使用品および新品同様の品物 

  ★食品…レトルト缶詰など未開封かつ賞味期限以内の物 

★古本、古着は取り扱っておりません。 

（子ども服は古着でもかまいません。） 

 ★食器は未使用の物をお願いします。 

提供品は、令和 5年 9月 15日(金)まで受付けています。        

※土日・祝日は、作業所はお休みです。 

※物品は作業所までご持参いただけると助かります。 

 どうしても運ぶのが難しい場合はご相談ください。 

                    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

物品提供・問合せ先 

 
（社福）広島聴覚障害者福祉会 アイラブ作業所  

広島市中区吉島西 2丁目 3－22 TEL 082-248-0336 FAX 082-236-1144 

受付時間：11:00～17:00（土日・祝日除く）〔担当：藤田〕 

 

 

 

 

フリーマーケット 

物品ご提供のお願い 


